
-2-
２保有個人情報の開示請求等の状況（１）保有個人情報の開示請求の状況保有個人情報の開示請求とは，誰でも実施機関に対して，当該実施機関の保有している自分の個人情報について，開示を請求することができるものです。（未成年者・成年後見人の法定代理人は，本人に
代わって請求することができます。保有個人情報の訂正請求・利用停止請求についても同じです。）保有個人情報の開示請求の件数は，平成
16
年度は
28
件です。この実施機関別の件数としては，知事部局
14
件，教育委員会が
14
件でした。これを決定内容別に見ると，開示８件，一部開示
14
件，不開示４件，その他２件
(
取下げ１，却下１
)
でした。保有個人情報の開示請求の処理状況（平成
16
年度）請
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　開示請求の主な内容公文書等開示審査会（現
 
情報公開審査会）の議事録に関するもの生活保護ケース記録票に関するもの公害紛争処理法に基づく調停期日調書に関するもの人事委員会所属長に提出した診断書に関するもの
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里道に係る境界確定申請書等に関するもの恩給及び障害年金の相談票に関するもの教育委員会


